
問
田
村
警
察
署
小
野
分
庁
舎

　

☎
７
２

−

２
１
２
１

労
働
力
調
査
協
力
の
お
願
い

　

総
務
省
統
計
局
が
実
施
す
る
労

働
力
調
査
が
、
令
和
元
年
12
月
か

ら
令
和
２
年
３
月
ま
で
実
施
さ
れ

ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
国
民
の
就
業
お

よ
び
不
就
業
の
状
態
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ

と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
ま
す
。
町

で
は
、
吉
野
辺
地
区
の
一
部
の
世

帯
が
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

調
査
対
象
と
な
る
世
帯
に
対
し

て
、
調
査
期
間
中
、
統
計
調
査
員

が
調
査
書
類
を
配
布
し
ま
す
の

で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
企
画
政
策
課

　

☎
７
２

−

６
９
３
９

福
島
県
最
低
賃
金
が
10
月
１
日
か

ら
変
わ
り
ま
し
た

「
時
間
額　

７
９
８
円
」

　

従
来
の
時
間
額
７
７
２
円
か
ら

26
円
引
上
げ
ら
れ
、
10
月
１
日
か

ら
７
９
８
円
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
最
低
賃
金
は
、
県
内
で
事

業
を
営
む
す
べ
て
の
使
用
者
と
、

そ
の
事
業
所
で
働
く
す
べ
て
の
労

働
者︵
臨
時
、
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ

イ
ト
な
ど
を
含
む
︶に
適
用
さ
れ

ま
す
。

　

な
お
最
低
賃
金
に
は
、
次
の
賃

金
は
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

・
精
皆
勤
、
通
勤
、
家
族
手
当

・
時
間
外
、
休
日
の
割
増
賃
金
お

よ
び
深
夜
手
当

・
臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
、
１

カ
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支

払
わ
れ
る
賃
金

問
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

　

☎
０
２
４

−

５
３
６

−

４
６
０
４

11
月
は「
労
働
保
険
適
用
促
進

強
化
期
間
」で
す

　

事
業
主
の
皆
さ
ん
、
労
働
保
険

の
加
入
手
続
き
は
お
済
み
で
す

か
。

　

正
社
員
、
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ

ト
な
ど
、雇
用
形
態
に
関
わ
ら
ず
、

一
人
で
も
労
働
者
を
雇
っ
て
い
る

事
業
主
は
、
労
働
保
険︵
労
災
保

険
・
雇
用
保
険
︶に
加
入
す
る
義

務
が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
福
島
労
働
局
ま
た

は
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
、

公
共
職
業
安
定
所
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

問
福
島
県
労
働
局
総
務
部
労
働

保
険
徴
収
室

　

☎
０
２
４

−

５
３
６

−

４
６
０
７

法
定
相
続
情
報
証
明
制
度
が

便
利
で
お
得
で
す

　

全
国
の
登
記
所︵
法
務
局
︶で
法

定
相
続
人
が
誰
で
あ
る
か
を
登
記

官
が
証
明
す
る﹁
法
定
相
続
情
報

証
明
制
度
﹂を
取
り
扱
っ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と

で
、
各
種
相
続
手
続
き
で
戸
籍
謄

本
の
束
を
何
度
も
出
し
直
す
必
要

が
な
く
な
り
ま
す
。︵
相
続
手
続

き
で
必
要
と
な
る
書
類
は
各
機
関

で
異
な
り
ま
す
の
で
、
提
出
先
と

な
る
各
機
関
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。︶

　

手
数
料
も
無
料
で
複
数
あ
る
相

続
手
続
き
が
同
時
に
進
め
ら
れ
る

な
ど
、
と
て
も
便
利
で
お
得
な
制

度
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ

さ
い
。
発
行
に
必
要
な
書
類
な
ど
、

詳
し
く
は
法
務
局
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

ま
た
は
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
福
島
地
方
法
務
局
郡
山
支
局
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２
４
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９
６
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−

４
５
０
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個
人
事
業
税(

第
２
期
分)

の
納

期
の
お
知
ら
せ

　

個
人
事
業
税
と
は
、
事
業
を
営

ん
で
い
る
個
人
に
課
税
さ
れ
て
い

る
県
の
税
金
で
す
。

　

今
年
度
の
第
2
期
分
の
納
期
限

は
12
月
2
日
㊊
で
す
。
県
中
地
方

振
興
局
県
税
部
か
ら
送
付
さ
れ
る

納
付
書
に
よ
り
、
納
期
限
ま
で
に

最
寄
り
の
金
融
機
関
で
納
め
て
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
預
金
口
座
か
ら
振
替
納
税

を
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
新
た
に
口
座

振
替
を
申
し
込
ま
れ
た
場
合
は
、

来
年
度
か
ら
の
取
り
扱
い
と
な
り

ま
す
。

問
県
中
地
方
振
興
局
県
税
部

　

県
税
第
一
課　

事
業
税
チ
ー
ム

　

☎
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２
４

−

９
３
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−

１
２
５
１

お 知 ら せ
i n f o r m a t i o n

車
上
荒
ら
し
に
注
意
し
ま
し
ょ

う
　

田
村
警
察
署
管
内
で
、
駐
車
中

の
自
動
車
の
窓
ガ
ラ
ス
を
壊
し

て
、
車
内
の
バ
ッ
グ
類
を
盗
む
車

上
荒
ら
し
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

犯
人
の
主
な
手
口
は

①
集
合
住
宅
や
従
業
員
駐
車
場

な
ど
、
複
数
の
車
が
駐
車
さ
れ

て
い
る
場
所
を
狙
う

②
窓
ガ
ラ
ス
を
粉
々
に
打
ち
破
る

③
外
部
か
ら
見
え
て
い
る
と
こ

ろ
に
置
い
て
あ
る
バ
ッ
グ
類

を
盗
む

な
ど
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

　

自
動
車
の
ド
ア
に
は
必
ず
鍵

を
か
け
、
車
内
に
は
貴
重
品
な
ど

を
置
い
た
ま
ま
に
し
な
い
よ
う

注
意
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
不
審
な
人
物
や
車
を
目

撃
し
た
際
は
、
警
察
に
連
絡
さ
れ

る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
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